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【基本課題】1. 性別による固定的な役割分担の解消

平成 24(2012)年度に八尾市が実施した市民意識調査では、「性別に関わらず男女が互いに認めあえる

差別のない社会が実現していると思う人の割合」は 30.9％であり、昨年度との比較では 1.6 ポイント低

くなっています。その背景には、社会経済情勢が変化したこと等により、性別による固定的な役割分担

意識が強くなっているということが考えられます。

家庭や地域、社会制度や慣行などの中には、依然として性別による固定的な役割分担が幅広く残って

おり、そうした意識の解消に向け、市政だよりや市のホームページをはじめとするさまざまな媒体を通

じて、男女が互いの人権を尊重しながらその個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社

会の重要性を周知し、意識啓発を行いました。さらに、人権週間を活用したセミナーの開催、男女共同

参画に関する情報誌等の発行や講座の開催、青少年期からの男女共同参画に関する意識の醸成を図る取

組みを行うなど、男女共同参画意識の浸透を図りました。

今後も継続して広報・啓発、情報発信などを行うとともに、男女共同参画の視点での慣行等の見直し

が図られるような取組みを行います。

【基本課題】 【施策の方向】

1.
家庭・地域・事業所における男女平

等・男女共同参画意識の浸透

2.
男女共同参画の視点での慣行等の見

直し

1.性別による固定的な役割分担

の解消

3.
男女共同参画の視点での情報提供と

活用力の推進

4.
保育所（園）・幼稚園・学校におけ

る男女平等教育の推進2.男女平等・男女共同参画を浸

透させる教育・学習の推進
5.

生涯学習における男女平等・男女共

同参画に関する学習の促進

6.
女性に対する暴力根絶のための環境

づくり

7. 女性に対する暴力への対策の推進3.あらゆる暴力の根絶

8.
セクシュアル・ハラスメントへの対

策の推進

9.
生涯を通じた健康づくりに対する支

援4.人権としての性の尊重と生涯

を通じた健康への支援
10.

健康をおびやかす問題についての対

策の推進
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【基本課題】2. 男女平等・男女共同参画を浸透させる教育・学習の推進

男女平等・男女共同参画を社会の至るところに浸透させるためには、教育・学習の果たす役割は非常

に重要であり、欠くことのできないものであると考えられます。

学校などにおける教育の分野では、大阪府教育委員会において平成 15(2003)年に作成された男女平等

教育指導事例集について、八尾市内の小・中学校における活用を促進するとともに、生徒が進路を選択

する際、各人が社会的性別にとらわれることなく適性に応じた選択ができるように、進路に関連する情

報の収集とその提供に努めました。さらに、教職員自身に男女共同参画の視点を身につけてもらうため、

ジェンダーや男女平等教育をテーマにした研修等を実施しました。

生涯学習の分野では、男女共同参画センター講座をはじめ、人権啓発セミナーや出前講座、八尾市民

大学など数多くの学習機会を提供し、生涯を通じて市民が「いつでも」「どこでも」「だれでも」必要に

応じて自主的に楽しく学習できる環境づくりに努めました。

今後とも男女平等教育に関する新しい教材や自主教材の作成促進、また性やキャリア等についての理

解を深めることができる教育・研修機会の充実を図るとともに、多様化する生涯学習ニーズに対応した

学習機会の整備・提供に努め、教育・学習における男女平等・男女共同参画の浸透を図る取組みをさら

に進めます。

【基本課題】3. あらゆる暴力の根絶

平成 23(2011)年に内閣府が行った「男女間における暴力に関する調査」では、これまでに結婚したこ

とのある人のなかで、“身体的暴力”、“心理的暴力”、“性的暴力”のいずれかについて、配偶者から被

害を受けたことがあった人の割合は、女性で 32.9％、男性で 18.3％にのぼっています。

【約４人に１人は配偶者から被害を受けたことがある】
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資料：内閣府「男女間における暴力に関する調査」平成 24（2012）年 4 月
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また、交際相手からの暴力（以下、「デートＤＶ」という。）について、10 歳代から 20 歳代の頃に

「交際相手がいた（いる）」という人に交際相手からの被害を尋ねたところ、“身体的暴力”、“心理的

暴力”、“性的暴力”のいずれかの被害を受けたことがあったと答えた人の割合は 10.1％となっており、

約 10 人に１人が交際相手からの被害を受けているという状況にあります。

【約 10 人に１人は交際相手から被害を受けたことがある】

このように、近年、全国的に配偶者や交際相手等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス、以

下、「ＤＶ」という。）が増加傾向にある中、その防止を図るとともに、ＤＶ被害者への支援策の充実

を図るなど、あらゆる暴力のない社会づくりに向け、平成 25(2013)年 3 月に「八尾市配偶者等からの

暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画（八尾市ＤＶ対策基本計画）」を策定しました。

また、ＤＶをはじめとするあらゆる暴力を許さない意識の浸透を図るため、情報誌等により暴力根

絶のための広報・啓発を行うとともに、講演会やセミナー等を開催し、さまざまな機会を通じて、女

性や子どもに対する暴力の実態と家族間における人権尊重の必要性を再認識する機会を提供しました。

さらに、ＤＶやストーカー行為、あるいは地域や職場、学校などで起こるセクシュアル・ハラスメ

ントなどのさまざまな相談に対応する、女性のための電話相談事業について、自治振興委員会を通じ

て全戸回覧するなど、相談窓口の周知を図りました。

本市におけるＤＶ相談は、人権政策課をはじめ男女共同参画センター「すみれ」、子育て総合支援ネ

ットワークセンター「みらい」、生活福祉課や市民課などのさまざまな機関において対応しており、連

携して支援にあたりました。その中で、特に危険性・緊急性があるＤＶ被害者については、大阪府女性

相談センターや八尾警察署と連携して緊急一時保護を実施しました。また、八尾市ドメスティック・バ

イオレンス対応連絡会を開催し、ＤＶに関する認識や情報の共有を行い、ＤＶ被害者の迅速な支援を行

うことができるように、関係機関との連携強化と職員の資質向上に努めました。そして、近隣 10 市に

よるブロック会議や大阪府主催の連絡会などに積極的に参加し情報交換に努めるとともに、大阪府が実

施するＤＶ被害者支援研修に職員が参加し、支援の基本的な心構えなどを学びました。さらに若い世代

間で起こるデートＤＶについても、広報・啓発や青少年指導員による見回りなどの予防的な取組みを実

施しました。

今後も関係機関と協力し、女性に対する暴力に対して幅広く適切な支援を行えるように、相談・支援

体制の充実に努めます。また、加害を防止する取組みについても国や府の調査研究状況を把握し、情報

収集等に努めます。

資料：内閣府「男女間における暴力に関する調査」平成 24（2012）年 4 月

あった（計） なかった 無回答
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【基本課題】4. 人権としての性の尊重と生涯を通じた健康への支援

市民一人ひとりが生涯を通じて心身の健康を保ち、生き生きと暮らすことができるように支援するた

めには、性差や年代に配慮しながら適切な情報提供等を行うことが求められます。また、喫煙や薬物、

性感染症などの健康をおびやかす問題についても、正しい知識を身につけ、男女が互いの性を理解し尊

重する気持ちをはぐくむことが重要です。

こうした点を踏まえ、健康施策を総合的・計画的に進めるために策定された「健康日本 21 八尾計画」

等に基づき、それぞれの年代に応じた健康診査や健康教室、健康相談を行い、また、生活習慣や健康な

身体づくりを身につけるための講座を開催しました。妊娠・出産期の女性に対しては、安心して妊娠・

出産ができるように、妊婦健康診査の実施や総合的な周産期医療の提供をはじめ、パパの妊婦体験や沐

浴実習などを学ぶママパパ（両親）教室を開催し、母子の健康増進と妊娠・出産・育児に関する知識の

普及・啓発を図りました。

また学校教育においては、小・中学校学習指導要領に基づき、各学校で編成された教育課程の中で、

成長段階に応じた健康や性に関する学習を行いました。

今後、さらに幅広く広報や啓発、あるいは講座・教室などを実施するとともに、保健センターや市立

病院とも連携して、健康についての相談窓口の充実に努めます。
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【基本課題】 【施策の方向】

11.
就労の場における男女の均等な機

会と待遇の確保5.就労の場での男女共同参画

の推進
12. 女性のチャレンジ支援

13.
仕事と子育て・介護の両立のための

支援の充実6.男女の職業生活と家庭・地域

生活との両立支援
14.

「ワーク・ライフ・バランス」とい

う考え方の普及

7.多文化共生の推進 15. 外国人女性への支援

【基本課題】5. 就労の場での男女共同参画の推進

就労の場での男女共同参画を考える場合において、よく使われる指標のひとつに女性の年齢階級別労

働力率（注）があります。同指標では、男性が一定の曲線を示すのに対し、女性は 30 代を底とするＭ字

のカーブを描くという特徴があり、八尾市においては全国平均よりほとんどの年代で労働力率が低くな

っています。

性別・年齢階級別労働力率（全国・八尾市）
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資料：総務省「国勢調査」（平成 22(2010)年）

（注）就業者数と完全失業者数とを合わせた労働力人口が 15 歳以上の人口（労働力状態「不詳」を除く。）に占める割合
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この背景にはさまざまな問題があると考えられており、女性の希望の有無に関わらず性別役割分担

意識の影響や不十分な就労環境などにより、結婚や出産、育児・介護を機に就労継続が困難となり、

退職せざるを得なくなるということも言われています。

また、40 歳代以上の女性の再就職は非常に厳しく、就職先が見つからず長期間にわたって就職活動

を行わなければならないことも多く、たとえ就職先が見つかったとしてもその多くが非正規雇用である

ということが少なくありません。

このような状況を改善するため、啓発冊子等を使って雇用の場における男女共同参画推進のための啓

発や就労困難者等を対象とした講座やセミナー等を実施するとともに、八尾市ワークサポートセンター

において、雇用・就労に関する相談事業等を実施しました。また、母子自立支援員を配置し母子家庭の

自立の総合的な支援を行うとともに、女性の職業能力開発や再就職支援に関するセミナーや講座を開催

しました。

今後も就労の場での男女の均等な機会と待遇の確保や女性のチャレンジ支援の充実を図る取組みを

進めます。

【基本課題】6. 男女の職業生活と家庭・地域生活との両立支援

平成 19(2007)年に八尾市が実施した「八尾市男女共同参画についての意識調査」では、男女がとも

に仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を望んでいるという結果が出ていますが、現実は仕

事の比重が高くなり、男女ともにバランスのとれた生活を送ることができない状況となっています。

また最近は、積極的に子育てをしたいと考える男性も増えているものの、30 代・40 代の男性は長時

間労働が多く、依然として子育てに参加することが難しい現状があります。

こうした状況から、年齢や性別を問わず誰もが仕事、家事・育児、地域活動、自己啓発などのさまざ

まな活動を、自分に合った比重で行うことができる社会の実現に向けた取組みが求められています。

そこで、休日保育事業や病児・病後児保育事業をはじめとする働く男女の多様な雇用形態やニーズに

対応した子育て支援サービスを行い、ホームページやパンフレット等により介護保険に関する情報提供

に努めました。

また、市内企業を対象にワーク・ライフ・バランスに関する出前講座などを実施し、男女共同参画セ

ンターにおいては父と子が一緒に参加できる講座を開催したほか、男女共同参画情報誌や労働情報誌等

に育児・介護休業法の改正内容についての内容を取り上げるなど、ワーク・ライフ・バランスを推進す

る機運の醸成に努めました。

離婚直後のひとり親家庭に対しては、生活の激変を緩和することなどを目的に、家庭生活支援員を派

遣して家事や子育てなどの支援を行いました。

今後もきめ細やかな支援を継続して行い、働く男女の多様なニーズに対応するとともに、ワーク・ラ

イフ・バランスのさらなる啓発等に努めます。
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【基本課題】7. 多文化共生の推進

大阪府の調査によると、平成 23(2011)年 12 月末時点での八尾市の外国人登録者数は、大阪市、東大

阪市、堺市についで府下で 4 番目に多く、八尾市の外国人登録者数（平成 25(2013)7 月末現在）は 6,603
人（男性 3,103 人、女性 3,500 人）であり、八尾市の人口に占める割合は 2.44％となっています。国

籍別では韓国・朝鮮籍の人が最も多く全体の 52.8％を占め、続いて中国、ベトナム、フィリピン、タ

イの順に多くなっています。

また、平成 20(2008)年度に八尾市が実施した「八尾市外国人市民情報提供システム調査」によると、

日本語能力に関して「聞くだけなら少しできる」と答えた人が 23.3％と最も多く、ついで「会話は不

自由なくできるが、読み書きは少ししかできない」、「何とか意思疎通ができる」と答えた人がそれぞれ    

20.4％となっており、多言語による情報提供や相談、学習機会の必要性が伺えます。特に外国人女性に

ついては、言語や文化、価値観の違いによる困難に加え、女性であるということから更なる困難を抱え

てしまう可能性があり、より充実した相談等の支援が必要であると考えられます。

このような状況を踏まえ、平成 21(2009)年度から外国人市民情報提供事業を実施し、外国人市民が安

心して暮らせるように、市政や日常生活に必要なさまざまな情報を多言語で提供しています。また、市

庁舎内での通訳配置や相談事業のほか、市庁舎外でも外国人市民相談事業を実施し、多くの外国人女性

のさまざまな生活相談に対応しました。学習機会の充実については、(公財)八尾市国際交流センターで

の国際理解セミナーや国際理解教育など市民の国際理解と関心を高める事業や在住・滞在外国人に対す

るさまざまな事業を支援しました。

今後も外国人市民のニーズに応じたさまざまな事業を実施し、外国人市民が安心して暮らせるように

環境整備を行うとともに、異なる文化や生活習慣に関する相互理解の増進等に努めます。

    【基本課題】    【施策の方向】

16.
行政分野における女性の参

画の推進

17.
企業、各種団体などにおける女性

の能力発揮のための取組みの促進

8.政策・方針決定過程への男女

共同参画の促進

18. 女性の人材養成

19.
防災分野での男女共同参画

の推進9.男女で参画に偏りのある分

野への男女共同参画の促進
20.

環境やまちづくり分野での

男女共同参画の推進

10.男女共同参画推進の拠点の

充実
21.

男女共同参画推進の拠点と

しての男女共同参画スペー

スの充実
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【基本課題】8. 政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

誰もが住みやすいまちをつくるためには、政策や方針を決定する過程に女性も積極的に参画し、男女

のニーズの違いに配慮するなど、男女双方の視点を取り入れることが重要です。

国連開発計画（UNDP）が平成 25(2013)年 3 月に発表した「人間開発報告書 2013」によると、日本

は「長寿」「教育」「所得」の水準により人間開発の達成度を示す人間開発指数（HDI）が 187 カ国中

10 位（前年：187 カ国中 12 位）であり、かなり高い順位に位置します。しかし、世界経済フォーラム

が平成 24(2012)年 10 月に発表した男女格差報告では、女性の社会的地位の状況を示すジェンダー・ギ

ャップ指数（注）は、135 カ国中 101 位（前年：135 カ国中 98 位）とかなり低く、日本における女性の

政治経済活動あるいは意思決定過程への参画は、諸外国に比べると進んでいるとは言えない状況にあり

ます。

また、八尾市においては、審議会等における女性委員の割合が平成 25 年 3 月末の時点で 29.4％と、

前年度と比べ 1.2 ポイント上回ったものの、平成 27(2015)年度の目標値である 35.0％を約 6 ポイント

下回っています。加えて女性委員がいない審議会等の数（休会中を除く）についても、前年度の 9 から

8 と減少したものの、女性の登用が十分に進んでいるとは言えないのが実情です。

（注）ジェンダー・ギャップ指数（Gender Gap Index：GGI）  各国における男女格差を測る指数。世界経済フォーラムが

毎年公表しているもので、経済分野、教育分野、政治分野及び保健分野のデータから算出される。

こうした状況を改善するため、行政が関係する分野での審議会や委員会、地域での団体等について女

性の登用を働きかけるとともに市職員・教職員における管理職への女性の登用を促しました。また市民

活動等において活躍する女性の発掘・養成をめざして啓発や交流、情報発信等の事業を行いました。

今後もこうした働きかけを積極的に行い、女性の活躍を促進するための取組みを進めます。

資料：行政改革課調べ（各年度末現在）

審議会等における女性委員割合の推移（八尾市）
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【基本課題】9. 男女で参画に偏りのある分野への男女共同参画の促進

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災以降、「防災」に関する意識は年々高まっています。ま

た、災害時には女性が性暴力などの被害に遭う危険性が高くなることや増大した家庭的責任が女性に集

中することなどが改めて明らかになりました。こうした点を踏まえ、防災・災害復興についての方針決

定過程や復興支援活動に女性自身が積極的に参画し、男女のニーズの違いに配慮するなど、男女双方の

視点を取り入れることが求められます。

このような状況を踏まえ、男女で参画に偏りのある分野への男女共同参画を進めるために、まず女性

の消防吏員を積極的に採用して救急や火災調査等の活動に従事できるように環境・施設の整備などを行

いました。また、阪神・淡路大震災時に地域住民による自発的な救出・救助活動が被害の拡大を防ぎ、

その後の復興にも大きな力を発揮したことから、八尾市においても町会（自治会）を単位とした自主防

災組織を数多く結成しており、それらの組織が行う地域内の安全点検や防災知識の普及・啓発、防災訓

練などの支援を行い、平成 24(2012)年度は自主防災組織訓練等に 2,867 人（前年：3,011 人）の女性が

参加し、初期消火訓練などを積極的に行いました。また、男女共同参画センター講座において、防災と

男女共同参画をテーマに取り上げ、災害時に男女共同参画の視点が必要なことや日頃からの地域のつな

がりが大切なことなどについて周知・啓発を行いました。

環境やまちづくりの分野での男女共同参画の推進については、環境に関する計画を進める会議におい

て女性を積極的に登用し、男女双方の視点を取り入れました。

今後もこうした事業を継続して行い、男女で参画に偏りのある分野への男女共同参画の促進に努めま

す。

【基本課題】10. 男女共同参画推進の拠点の充実

平成 11(1999)年に策定した「やお女と男のはつらつプラン」において、男女が対等なパートナーとし

て参加・参画できる社会の実現をめざすために、「教育・啓発事業をはじめ、情報の収集・提供と学習・

交流の場としての拠点施設」の整備が掲げられました。その後、他市の状況や市民の意見等を踏まえて

検討を重ね、平成 18(2006)年 10 月に男女共同参画推進のための拠点施設を八尾市役所西側のテナント

ビルの 2 階（約 40 ㎡）に開設しました。当初、市民の認知度は低く、利用もあまり進みませんでした

が、女性相談事業をはじめ、講座の開催や情報提供など、さまざまな事業を展開し、着実に利用者の拡

大を図ってきました。そして平成 22(2010)年 4 月、生涯学習センター「かがやき」の 4 階（約 70 ㎡）

に場所を移し、施設の多様な機能を活用した講座を開催するなど、新たな利用者の拡大を図りました。

主な事業の概要として、講座事業については、男女共同参画の視点を育むための講座や女性のエンパ

ワーメントを目的とした講座を中心に数多く開催し、充実を図りました。情報の収集と提供については、

男女共同参画に関する図書の充実に努めるとともに啓発冊子等を通じて情報の提供に努めました。また、

男女共同参画センターだより「すみれ」を毎月発行し、講座受講者や市内の各施設に配布し、男女共同

参画に関する情報の提供と啓発を行いました。女性相談については、予約制による面接相談を毎月第 1
水曜日･第 4 土曜日の午後 1 時～5 時と第 2 土曜日の正午～午後 4 時、第 2･4 火曜日の午前 10 時～午

後 1 時に実施し、ＤＶも含めた夫婦関係や親子関係・人間関係、こころやからだの問題などの多岐にわ
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たる相談に対応し、自立に向けての支援を行いました。また、プライバシーや体調等の理由で来所でき

ない女性のために、上期と下期に 2 日間ずつ延べ 4 日間、女性のための電話相談事業を実施し、カウン

セリングをはじめ情報提供や他機関の紹介などを行い、問題解決に向けての支援を図りました。

今後もこうした講座の開催や情報発信、女性相談などの各事業の充実を図り、利用者の拡大と拠点施

設としての機能拡充に取組み、八尾市における男女共同参画の推進に努めます。





●調査時期

・平成２５年６月１０日（月）～８月２６日（月）

●調査内容

1 ． 担当課

2 ． 事務事業名

3 ． 事業開始年度

4 ． 根拠法令・要綱等

5 ． 事業目的（めざす状態）

6 対象

7 ． 事務事業概要

8 ． 平成24年度実施計画

9 ． 平成24年度実施実績

10 ． 平成25年度実施計画

11 ． 課題等内容

⇒

12 ． 課題等への対応・解決内容

⇒

13 ． 目標値の設定の有無

14 ． 男女共同参画への貢献度
⇒

15 ． 市民・事業者との協働取組
⇒

プランの内容に照らして、当該事業の男女共同参画に対する貢献度を、「担当者の主観
的判断」も含めて、Ａ・Ｂ・Ｃで評価して記入。
    Ａ． 大いに効果があると考えられる
    Ｂ． ある程度は効果があると考えられる
    Ｃ． 判断できない、分からない

①当該事業を、市・市民・事業者が役割分担して協働で取り組むことの可能性を記入。
    ａ． 可能
    ｂ． 分からない
    ｃ． 不可能
②協働が可能な場合は、市・市民・事業者のそれぞれの役割分担内容（概要）を記入。

　目標を「未来をはぐくむ共同参画社会へ」と定め、平成２７年度に向けて推進している「第２
次 やお女と男のはつらつプラン」の各施策について、全庁調査し、担当又は該当する各所管の平
成２４年度における推進状況の報告を求め、その概要をまとめました。

・プラン中の１～６９までの「具体的な施策」に該当する事務事業について、担当する所管
ごとに以下の項目について報告を求めました。

 事務事業の目的を実現するうえで想定される懸念材料や課題を記入。また担当課で
『該当事業がない』と回答があった場合は、実施しなかった理由を記入。

　前項目の「課題等内容」に対して今後どう対応するのか、担当課の取り組みの方向
性・内容を記入。また担当課で『該当事業がない』と回答があった場合には、今後の取り
組み予定を記入。

平平平平成成成成２２２２４４４４年年年年度度度度ににににおおおおけけけけるるるるププププラララランンンン進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況調調調調査査査査ににににつつつついいいいてててて
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施策の方向 具体的な施策（内容説明） 担当課
実施

事業数
（予定含む）

平成24年度の実施状況 現状・課題等

男女共
同参画
への貢
献度

1 多様な媒体を通じた
広報・啓発の実施

男女共同参画情報誌の作成や広報紙への
啓発記事の掲載、インターネットホームペー
ジ、やおコミュニティ放送（ＦＭちゃお）による
啓発を行います。

・市政情報課
・人権政策課

4

◆市政だより「じんけん」コーナーで啓発記事を掲載。
平成24年6月号・10月号（計2回）。
◆コミュニティＦＭ放送（ＦＭちゃお）において、市提供番組「情報プラザやお」のひゅーまんプ
ラザの中で放送。
（月3回：再放送含む）
◆男女共同参画情報誌「えいぷりる１０」を年2回（各3,000部）発行。
◆「男女共同参画センターだより」を月1回（400部程度）発行。

●情報誌については紙面の量に制限があるため工夫等が
必要となる。

Ａ；4

2 「男女共同参画週
間」「人権週間」など
を活用した啓発

セミナーやフォーラムを開催します。 ・人権政策課

3

◆はつらつフォーラムの実施。
・映画上映「アントキノイノチ」　参加者　97人。
・講演会「女と男のいい関係　～男も女もみな一緒　個性一番　人間性一番～」　参加者
161人。
・実行委員　7人（女性6人、男性1人）
◆人権啓発セミナーの実施
さまざまなテーマを設定し、年3回開催。
◆人権週間啓発事業
・人権週間ポスター、のぼり、啓発マグネット（公用車）、懸垂幕掲出、街頭啓発を実施。

●はつらつフォーラムについて、さらに工夫を重ね、より多く
の人（特に男性）に市民実行委員の参加を促す必要がある。

Ａ；2
Ｂ；1

3 男女共同参画推進
モデル地区づくり

地域の男女共同参画を進めるモデル地区を
指定し、市と協働で男女共同参画の取組みを
進めます。

・人権政策課

1

- ●モデル地区の選定にあたり、各地域の状況等を把握する
必要がある。

B

4 市役所内の慣行等
の見直し

モデル職場となるよう、男女平等・男女共同参
画の視点で、市役所の慣行・職務内容などを
一層点検・見直します。

・人権政策課

1

- ●固定的性別役割分担によらず、一人ひとりが自らごみ出し
等を行うように取り組んでいる。

Ａ

5 男女共同参画の視
点での情報の提供

固定的な性別役割分担意識や男女の不平等
を助長しないよう、男女共同参画の視点で刊
行物、ポスター、ホームページなどを点検する
とともに、男女の多様なイメージが社会に浸透
するような表現を用いて情報提供を推進しま
す。

・市政情報課
・人権政策課

2

◆市政だより「じんけん」コーナーで啓発記事を掲載。
平成24年6月号・10月号（計2回）。
◆コミュニティＦＭ放送（ＦＭちゃお）において、市提供番組「情報プラザやお」のひゅーまんプ
ラザの中で放送。
（月3回：再放送含む）

●男女共同参画情報誌「えいぷりる１０」及び「男女共同参画
センターだより」を発行したが、男女共同参画の視点による
刊行物等の表現への配慮に直接つながった記事掲載がな
かった。

Ａ；2

7 「情報」に関する理
解・判断力を高める
講座の開催

新聞やテレビ、インターネットなど、それぞれ
の媒体ごとの特性を理解し、性別役割を固定
化した表現や女性に対する差別を見抜くこと
ができるよう、情報に対する判断力や情報の
活用力を高めるための講座を開催します。

・人権政策課

1

◆男女共同参画センター講座(エンパワーメント講座)　開催回数　5回。
・「プロが読み解くニュースの講座（全2回）」、「知識は力！やさしく学べる法律セミナー（全2
回）」、「子どもを守る防災講座」。

●男性の参加者が少ない。参加しやすいテーマ設定にする
などにより、男性の参加を促す必要がある。

Ａ

8 青少年健全育成の
ための情報点検

家庭、学校、地域、行政が一体となって、人権
尊重・男女平等の視点から有害なコミックやポ
ルノ、ネット上の有害サイトなどが氾濫しない
ように点検に努めます。

・青少年課

3

◆社会を明るくする運動の実施。
◆少年を守る日、家庭の日街頭啓発の実施　協力員数　403人。
◆青少年指導員424人による巡回活動（男性104回、女性104回）。

●地域や人によって指導の内容等に差が生じる。

A；3

男女共同参画に関
する図書の充実

Ⅰ-1-2.男女
共同参画の
視点での慣
行等の見直
し

Ⅰ-1-1.家
庭・地域・事
業所におけ
る男女平等・
男女共同参
画意識の浸
透

Ⅰ-1-3.男女
共同参画の
視点での情
報提供と活
用力の推進

6

具体的な施策

A；1
B；2

◆男女共同参画センターにおける図書貸出し　583冊。
◆図書館サービスの充実。　1,947,445点　実利用者数　42,562人。
◆図書館4館体制の整備に向けた実施設計等を策定。

●図書情報の整理と提供。
●図書館サービスの更なる充実に向けた人員・管理運営体
制の検討が必要である。

・人権政策課
・八尾図書館

男女平等・男女共同参画に関する図書を充
実すると同時に、様々な機会を通じて紹介、
企画展示するなどして市民の関心を高めま
す。

3

Ａ；大いに効果がある

Ｂ；ある程度は効果がある

Ｃ；判断できない、分からない
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施策の方向 具体的な施策（内容説明） 担当課
実施

事業数
（予定含む）

平成24年度の実施状況 現状・課題等

男女共
同参画
への貢
献度

具体的な施策

9 「小・中学校および
府立学校における男
女平等教育指導事
例集」などの活用

府教委発行の左記事例集の活用を促進する
とともに、活用状況を把握し、男女平等・男女
共同参画教育の充実を図ります。

・人権教育課
・指導課

4

◆校内研修にて男女平等教育について指導助言を行った。
◆H24年度、「小・中学校および府立学校における男女平等教育指導事例集」の活用率は、
小学校89.7％、中学校80％。
◆男女混合名簿の実施率は小学校で100%。中学校で67%。
◆幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領に基づき、各学校園にて適切に編成された教
育課程により、学習機会の充実に努めることができた。

●セクシュアルマイノリティの立場にある幼児・児童・生徒の
存在も視野に入れた男女平等教育の推進。
●セクシュアルハラスメント・ＤＶ防止の観点に立った男女平
等教育の推進。
●学校全体の組織強化と教員の能力向上のため、教育委
員会の学校園へのかかわりが重要になっている。

Ａ；4

10 保育士、教職員への
意識啓発・研修の充
実

保育所（園）・幼稚園・学校で、必要以上の男
女の区別や、固定的な性別役割分担意識を
是認する慣行に敏感な視点をもつことができ
るよう、保育士・教職員に男女平等・男女共同
参画意識の啓発をするとともに、男女平等・男
女共同参画保育・教育に関する指導方法な
どの研修を充実させます。

・保育課
・指導課
・教育サポート
センタｰ
・人権教育課 4

◆保育所（園）職員研修実施回数　20回。
◆幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領に基づき、各学校園にて適切に編成された教
育課程により、学習機会の充実に努めることができた。
◆人権教育実践交流会（前期・後期）において、男女平等教育にかかわる課題提起や情報
提供（教材紹介等）を行った。
◆講演会「学校教育におけるセクシャルマイノリティー～性同一障害の視点から」の開催(68
人参加)。

●効果的な研修になるように、内容・講師の選択を行ってい
る。
●学校全体の組織強化と教員の能力向上のため、教育委
員会の学校園へのかかわりが重要になっている。
●人権意識の高揚を目的に、今日的課題を中心に指導主
事・管理職・教員を対象に研修を実施している。

A；3
B；1

11 男女平等・男女共同
参画に関する保育・
教育研究の推進

男女平等・男女共同参画保育・教育に関する
教材や指導方法などの研究を行います。

・人権政策課
・保育課
・指導課
・教育サポート
センター
・人権教育課

3

◆全国保育団体研究集会(米子）、大阪保育子育て人権研究集会、大阪保育子育て人権研
究センター連続講座への参加。
◆幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領に基づき、各学校園にて適切に編成された教
育課程により、学習機会の充実に努めることができた。
◆「人権教育推進のための手引き」「人権教育の資料」等の作成。「人権教育の資料」として
大阪府発行の「教職員人権研修ハンドブック」を掲載し、その中で「男女平等教育」「キャリア
教育」「セクシャルハラスメント」等についての内容を示した。さらに、研究、研修用図書・ビデ
オの整備を行った。

●効果的な研修になるように内容を選択し、保育実践への応
用を行っている。
●学校全体の組織強化と教員の能力向上のため、教育委
員会の学校園へのかかわりが重要になっている。
●男女平等・男女共同参画を推進していくプログラムの中に
デートＤＶ等の今日的な課題を扱ったものを作成していく必
要がある。

A；2
B；1

12 男女平等・男女共同
参画の視点に立った
職業選択や進路指
導の推進

男女がともに「社会的性別」（ジェンダー）にと
らわれず、各人の生き方や適性にあった進路
を選択する能力・態度を身につけられるよう、
男女平等・男女共同参画の視点に立ってキャ
リア教育を実施します。

・指導課
・人権教育課

2

◆生徒の主体的な進路選択に適切な指導・助言ができるよう、進路に関する情報、キャリア
教育に関する資料等の収集・提供を行った。
◆「人権教育推進のための手引き」「人権教育の資料」等の作成。「人権教育の資料」として
大阪府発行の「教職員人権研修ハンドブック」からキャリア教育についての内容を示した。

●府立高校の特色づくり、再編整備など、高校入試と連動す
る改革については、今後の動向により生徒への影響が大き
いと思われる。
●男女平等・男女共同参画に関わる今日的な課題を扱った
教材開発や資料提供を行う必要がある。

Ａ；2

13 人権尊重に基づく性
教育の推進

男女がともに互いの人格と人権を尊重するこ
とができるよう、年齢に応じて性に関する正し
い知識・情報を提供するとともに、学習機会の
充実を図ります。

・指導課

1

◆幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領に基づき、各学校園にて適切に編成された教
育課程により、学習機会の充実に努めることができた。

●学校全体の組織強化と教員の能力向上のため、教育委
員会の学校園へのかかわりが重要になっている。

Ａ

14 男女平等・男女共同
参画の視点を取り入
れた講座などの開催

男女共同参画センターや生涯学習センター
等で開催する講座や人権学習講座、出前講
座などにおいて、男女平等・男女共同参画の
視点で講座やセミナーを開催します。

・人権政策課
・生涯学習ス
ポーツ課

2

◆男女共同参画に関する講座の実施
・男女共同参画センター講座　791人（女性611人、男性180人）。
・出前講座　62人。
◆コミュニティカレッジ推進委員の企画運営による市民向け講座を中心とする生涯学習講座
を実施した。
・八尾市民大学　1,349人（男性887人、女性462人）。

●出前講座については、校園長会・教頭会にて案内・周知を
することで、学校関係からの申し込みが増えてきている。
●学習ニーズが多様化しており、アンケート調査による受講
者の希望等も考慮して実施している。 Ａ；1

B；1

15 誰もが学習できる機
会の確保

「八尾市第２次生涯学習振興計画」のもと、定
着している「一時保育」の拡充とともに、開催
曜日や開催時間に配慮し、誰もが参加しやす
いよう、学習機会の整備を進めます。

・生涯学習ス
ポーツ課
・八尾図書館

2

◆コミュニティカレッジ推進委員の企画運営による市民向け講座を中心とする生涯学習講座
を実施した。
・八尾市民大学　1,349人（男性887人、女性462人）。
◆土日開催の行事数
・行事　29回　69.0％（延べ回数　49回）、参加人数　延べ　2,420人。
・定例おはなし会　図書館主催　29回　参加人数　273人、ボランティア主催　33回　参加人
数　360人。

●学習ニーズが多様化しており、アンケート調査による受講
者の希望等も考慮して実施している。
●ニーズに応じた様々な曜日・時間帯で図書館行事を実施
していくための人員・実施体制の整備が必要である。

B；2

16 家庭における男女平
等・男女共同参画を
促進するための学習
機会の提供

男女平等・男女共同参画の視点で家庭の教
育力の向上をめざし、子ども会育成会・ＰＴＡ
等各種団体を通じて保護者に学習機会を提
供します。

・青少年課
・生涯学習ス
ポーツ課 3

◆家庭教育を考える市民集会　参加者総数　273人。
◆青少年健全育成八尾市民大会　参加者総数　276人。
◆ＰＴＡと学校園の連携のもと、家庭教育学級を実施　延べ参加者数　6,337人。

●家庭の日の一層の周知。
●各単位ＰＴＡと学校園が連携して実施することにより、ニー
ズにあった講座の開催に努めている。

Ａ；2
B；1

Ⅰ-2-4.保育
所（園）・幼稚
園・学校にお
ける男女平
等教育の推
進

Ⅰ-2-5.生涯
学習におけ
る男女平等・
男女共同参
画に関する
学習の促進
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施策の方向 具体的な施策（内容説明） 担当課
実施

事業数
（予定含む）

平成24年度の実施状況 現状・課題等

男女共
同参画
への貢
献度

具体的な施策

17 女性に対する暴力を
許さない意識を浸透
させるための広報、
啓発の推進

暴力の実態を把握するとともに、女性に対す
るあらゆる暴力を許さない社会づくりのため
に、様々な機会を通じて広報、啓発を進めま
す。

・人権政策課

4

◆男女共同参画情報誌「えいぷりる１０」を年2回（3,000部）の発行。
◆「男女共同参画センターだより」への掲載。
◆ポスターの掲示。
◆ホームページへの掲載。

●掲示・配架のスペースの工夫と刊行物の効率的な配架を
行う。

A；4

18 女性に対する暴力を
許さない意識を浸透
させるための学習機
会の提供

「女性に対する暴力は重大な人権侵害であ
り、許せない行為である」という認識を高めま
す。

・人権政策課

1

◆男女共同参画に関する講演会等の実施
・やお女と男のはつらつフォーラム　講演会「女と男のいい関係　～男も女もみな一緒　個性
一番　人間性一番～」（参加者　161人）、映画上映「アントキノイノチ」（参加者　97人）
・人権啓発セミナー　「身近にあるＤＶ」　参加者　209人。
・男女共同参画センター講座
エンパワーメント講座「知識は力！やさしく学べる法律セミナー（全2回）」（参加者　延べ25
人）、交流講座「予約のいらない　ＤＶ情報提供会」（参加者　延べ6人）。

●興味を引くテーマ設定やＰＲ方法、開催日時等の検討が必
要である。

Ａ

19 犯罪防止のための
地域環境の整備

公園や道路、街灯などの整備とともに地域ぐ
るみでの犯罪防止の取組みを進めます。

・地域安全課
1

◆八尾市防犯協議会による町会の防犯灯整備、維持管理等に対して補助を行った。 ●市民及び事業者、行政がそれぞれの役割と責任のもと、
円滑に連携した取り組みを進めている。 Ａ

20 相談窓口の周知徹
底

男女共同参画センター、子育て総合支援ネッ
トワークセンター 「みらい」、大阪府女性相談
センター、大阪府労働相談、大阪府すこやか
教育相談、大阪府警ウーマンライン、ストー
カー110番などの相談窓口の周知を図りま
す。

・人権政策課
・保育課

4

◆女性相談事業等の相談窓口を一覧にしたチラシを公共機関に配布及びホームページに
掲載し、相談窓口の周知を行った。
◆女性のための電話相談事業のチラシを自治振興委員会を通じて全戸回覧し、相談事業
の周知を図った。　電話相談　延べ4日間　40件（うちＤＶ5件）。
◆児童虐待の相談・通告の対応。（相談件数　301件、通告件数　131件）
◆「女性の人権ホットライン」強化週間における女性の人権問題に関する電話相談につい
て、市政だよりに掲載し周知を行った。

●広報誌等の積極的な活用や関係機関との連携により、さ
らに相談窓口を周知する必要がある。
●近年の全国的な児童虐待相談・通告件数の増加を鑑み、
市民への更なる啓発と、相談体制の拡充、関係機関との連
携強化により、児童虐待の発生予防・早期発見と対応に努
める必要がある。

Ａ；4

21 ＤＶ被害者の保護と
自立に向けた支援
のしくみづくり

大阪府女性相談センターと連携のもと、被害
者(外国人女性の被害者も含む)が自立できる
までの支援のしくみづくりを行います。「配偶
者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する基本計画」を策定します。

・人権政策課

4

◆ＤＶ被害の防止を図り、被害者への支援策の充実を図るなどを目的に、「配偶者等からの
暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画」を平成25年3月に策定した。
◆関係12課による八尾市ドメスティック・バイオレンス対応連絡会を2回実施し、情報や意見
の交換等を行った。
◆男女共同参画センターにおける女性相談（面接）　167件（女性のみ）、電話相談　40件（女
性のみ）。
◆人権政策課におけるＤＶ等の相談　70件（実人数55人。すべて女性）。

●社会情勢の変化に伴い、相談内容も多様化・複雑化し、Ｄ
Ｖやストレス等を抱える相談者が増加している。
●今後も継続して、面接相談、電話相談を実施していく。ま
た、就労されている女性等、多様なニーズに対応できる体制
に向けて、引き続き、実施日・時間帯・実施回数等の検討が
必要である。
●早い段階からの予防啓発、児童や高齢・福祉等の専門機
関との連携による相談支援、ＤＶ被害者に寄り添った親切丁
寧な自立支援などを行う。

Ａ；4

22 相談窓口の充実 相談、刑事手続き、心身のケアなどにおい
て、被害者が二次被害にあうことなく安心して
相談できる相談窓口を充実します。

・人権政策課
・保育課

3

◆男女共同参画センターにおける女性相談　面接相談　167件（女性のみ）、電話相談　40
件（女性のみ）。
◆ＤＶ相談を受けた機関
・人権政策課、男女共同参画センター、生活福祉課、高齢福祉課、障がい福祉課、保健推
進課、保育課（みらい）。相談合計　301件。
◆母子生活支援施設入所
・世帯数　延べ68世帯。延べ143人。

●社会情勢の変化に伴い、相談内容も多様化・複雑化し、Ｄ
Ｖやストレス等を抱える相談者が増加している。
●母子生活相談の約7割がＤＶ被害者からの相談であり、一
時保護を念頭に緊急対応する場合が多く、相談体制の充実
や関係機関との連携強化が必要である。

Ａ；3

23 関係機関とのネット
ワークの構築

適切な支援が迅速に行えるよう、大阪府女性
相談センター、ドーンセンター、警察、関係各
課、市民活動団体など関係機関との連携を強
化します。

・人権政策課
・生活福祉課
・保育課
・市民課　等

7

◆関係12課による八尾市ドメスティック・バイオレンス対応連絡会を2回実施し、情報や意見
の交換等を行った。
◆近隣10市による中北河内ブロック男女共同参画施策担当者連絡協議会に参加し情報交
換を行った。
◆大阪府主催の「大阪府・市町村配偶者からの暴力対策所管課長会議」や女性相談セン
ター主催の「市町村ＤＶ相談担当者ブロック別連絡会」に参加し、情報交換等を行った。
◆大阪府主催の「ＤＶ被害者の地域支援者養成講座」等に職員が参加し、支援に対する総
合的な研修を受け、情報交換等を行った。
◆DV被害者の問題解決や自立に向けて、生活保護についての助言・援助を行った。
・生活福祉課におけるＤＶ相談の件数　52件。
◆母子生活支援施設にて必要な保護を行うことにより、母親と子どもの生活の安定の確保
を図った。
・世帯数　延べ68世帯。　延べ143人。
◆住民基本台帳における閲覧制限等の支援を行った。
・支援対象者数　83人。
・市町村の判断による支援対象者数（DV、ストーカー以外）　25人。

●より幅広いネットワークの構築。
●DV被害者等の個人情報の保護を徹底するため、さらに関
連課との連携を強化し情報の共有を図る。
●母子生活相談の約７割がＤＶ被害者からであり、一時保護
を念頭に緊急対応する場合が多く、相談体制の充実や関係
機関との連携強化が必要である。

Ａ；5
B；2

24 若い世代へのデート
ＤＶ予防対策の推進

新たな被害者・加害者を生み出さないよう、高
校生を中心とした若い世代に対する予防的な
取組みを推進します。

・人権政策課
・青少年課

3

◆デートＤＶに関わる講座等の実施。
・人権啓発セミナー　「身近にあるＤＶ」　参加者　209人。
◆青少年指導員424人による巡回活動（男性104回・女性104回）。
◆こども１１０番の家・店の協力啓発実施　協力数　3,093件。

●新たな被害者・加害者を生み出さないようにするために、
デートＤＶについての理解を深め、予防・啓発を目的とした
「デートＤＶ予防啓発リーフレット」を市内の各中学校に配布
する。
●地域や人によって指導の内容等に差が生じる。

Ａ；3

Ⅰ-3-7.女性
に対する暴
力への対策
の推進

Ⅰ-3-6.女性
に対する暴
力根絶のた
めの環境づく
り
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施策の方向 具体的な施策（内容説明） 担当課
実施

事業数
（予定含む）

平成24年度の実施状況 現状・課題等

男女共
同参画
への貢
献度

具体的な施策

25 加害防止のための
取組みの検討

暴力の不当性・犯罪性を認識し、暴力をふる
わないで問題を解決する方法を身につけられ
るよう、関係機関と連携して教育指導法などを
研究します。

・人権政策課
・人権教育課

2

◆市民一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく認識し、あらゆる人権に配慮でき
るように、さまざまな人権課題をテーマにした 「参加型で考える人権学習プログラム」の作成
に取り組んだ。（新プログラムの作成・平成23年度作成プログラムのブラッシュアップ）
◆市内の各学校園の教職員とともに、一人ひとりの人権の大切さを学ぶことのできる人権学
習プログラムを作成し、「人権教育推進のための手引き」に掲載して各学校園での活用を促
した。

●新たな取り組み内容について検討が必要である。
●男女平等・男女共同参画を推進していくプログラムの中に
デートＤＶ等の今日的な課題を扱ったプログラムをさらに作
成していく必要がある。 Ａ；2

26 地域や事業所に対し
てセクシュアル・ハラ
スメント防止の啓発

事業所に対して、「改正男女雇用機会均等
法」の周知を図り、セクシュアル・ハラスメント
防止に向けた研修などを実施します。地域活
動・市民活動においても、セクシュアル・ハラ
スメントは人権侵害であるとの観点に立った啓
発や防止に向けて学習の充実を図ります。

・人権政策課
・産業政策課

1

◆地域や事業所等に対し、男女共同参画出前講座の募集を行い、産業政策課と共催で八
尾市企業人権協議会の会員企業に研修会を実施したが、、セクシュアル・ハラスメントに特
化した内容ではなかった。

●関係課が連携し、市内の事業所等に向けてセクシュアル・
ハラスメント防止・啓発学習を行っている。

B；1

27 学校、市役所におけ
るセクシュアル・ハラ
スメント被害者への
対応体制の強化

学校・市役所においてセクシュアル・ハラスメ
ント防止のための啓発・研修を充実するととも
に、被害者が安心して相談できる窓口や苦情
処理機関を充実します。

・人事課
・教育サポート
センター

2

◆八尾市男女共同参画施策推進本部の研修として、人材育成室と共催で職員を対象にセ
クシュアル･ハラスメント防止研修を行った。
・「職場におけるハラスメント防止のために」　参加者　93人。
◆教職員を対象にセクシュアル･ハラスメント防止研修を行った。
・小中学校初任者及び新規採用教職員研修の「服務に関する研修」において、セクシュア
ル・ハラスメント防止の講義を実施　総参加者　79人。
・講師等のための基本研修の「服務に関する研修」（教育人事課が主担当）において、セク
シュアル・ハラスメント防止の講義を実施　総参加者　78人。

●潜在的なセクハラを防止するため、相談窓口や苦情処理
機関を周知していくとともに、相談しやすい環境づくりを行っ
ている。
●セクシュアル・ハラスメントを含むハラスメント全体に関する
教職員対象の研修を実施していく必要がある。

Ａ；1
B；1

28 こころと体の健康に
関する自己決定意
識の浸透を図るため
の学習機会の提供

女性が生涯を通じて生命の安全や健康を自
己管理する意識を培い、妊娠、出産などにつ
いて自己決定意識をもつよう、性教育の充実
と講座の開催など、学習機会を提供します。

・人権政策課
・保健推進課
・指導課

5

◆こころと体の健康に関する自己決定意識を高めるため、男女共同参画センターにおいて
関連する講座を行った。
・「ココロを癒す　フラワーセラピー」参加者18人（女性18人、男性0人）
・「シニアのためのこころ・からだ・くらしのリフレッシュ講座」計6回、延べ83人（女性72人、男
性11人）
◆妊娠の届出により母子健康手帳を交付し、妊娠中の母子の健康増進を図った。　母子健
康手帳交付数　2,245件。
◆妊娠の届出により妊婦健康診査受診券を交付し、妊娠中の母子の健康増進を図った。
妊婦健康診査受診数　延べ　25,160件。
◆両親教室を開催し妊娠・出産・育児の知識の普及や働く妊婦に対し「母性健康管理指導
事項連絡カード」等の制度の説明を行った。
両親教室　年間42回開催　参加者延べ　715人（実人数　妊婦191人、配偶者（男性）85人）。
◆幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領に基づき、各学校園にて適切に編成された教
育課程により、学習機会の充実に努めることができた。

●広報等を工夫し、参加者数を増やす必要がある。
●母子健康手帳交付数は出生数とともに横ばいである。そ
の中で、虐待の可能性の高いハイリスク妊婦（特に若年）に
ついては継続なフォローが必要である。
●妊婦健康診査の受診率が上がるようにPRに努めていく。
●両親教室について、一部に個別通知したことで参加者は
増加している。参加した人の満足率は高い。来年度初産の
妊婦に対し個別通知してPRしていく。
●学校全体の組織強化と教員の能力向上のため、教育委
員会の学校園へのかかわりが重要になっている。

Ａ；2
B；3

29 年代に応じた健診、
相談の充実と健康づ
くり講座等の開催

「健康日本21八尾第2期計画」に基づいて、
生涯を通じた健康づくりや健康への自己管理
意識を高めるため、啓発や情報提供、健康診
査、健康教室、健康相談を充実させます。

・保健推進課

2

◆生活習慣病の増加や壮年期死亡の問題、健診受診率の課題を踏まえ、健康施策を図る
とともに、市民・地域・関係団体と連携・協働した健康づくりの推進を目的とする。
・健康教育の実施　174回　5,811人。
・健康相談の実施　322回　4,533人。
・地域支援事業（特定高齢者施策）の実施　二次予防事業対象者検査　2,040人。
・地域支援事業の実施（一般高齢者施策）　健康教育参加者数　1,577人。
◆各種健康診査を受診することにより、疾病の疑いのある者又は危険因子を持つ者をスク
リーニングし、疾病の予防・早期発見を図るとともに、医療機関への受診を指導することによ
り、健康についての認識と保持増進を目的とする。
・健康診査の実施
特定健康診査等　19,243人　健康増進法に基づく健康診査　36人　肝炎ウィルス検診　2,194
人　骨粗しょう症検診　505人　成人歯科健診　4,097人。
・がん検診の実施
胃がん　2,271人　子宮がん　10,055人　乳がん　9,119人　肺がん　3,870人　大腸がん
11,176人。

●がん検診及び特定健康診査等の受診率の向上が課題で
ある。

B；2

30 妊娠・出産期におけ
る健康支援

女性が安心して妊娠・出産の時期を過ごせる
よう、健康診断や保健相談、医療における支
援を充実します。特に働く女性の妊娠・出産
については、事業所に母性保護についての
啓発を行うとともに、働く女性に健康管理に関
する情報を提供します。

・産業政策課
・保健推進課
・市立病院

4

◆妊娠の届出により母子健康手帳を交付し、妊娠中の母子の健康増進を図った。　母子健
康手帳交付数　2,245件。
◆妊娠の届出により妊婦健康診査受診券を交付し、妊娠中の母子の健康増進を図った。
妊婦健康診査受診数　延べ　25,160件。
◆両親教室を開催し妊娠・出産・育児の知識の普及や働く妊婦に対し「母性健康管理指導
事項連絡カード」等の制度の説明を行った。
両親教室　年間42回開催　参加者延べ　715人（実人数　妊婦191人、配偶者（男性）85人）。
◆女性が安心して妊娠・出産できるように医師確保を図りつつ、周産期医療の提供を行っ
た。
分娩数　749件。

●母子健康手帳交付数は出生数とともに横ばいである。そ
の中で、虐待の可能性の高いハイリスク妊婦（特に若年）に
ついては継続したフォローが必要である。
●妊婦健康診査の受診率が上がるようにPRに努めていく。
●両親教室について、一部に個別通知したことで参加者は
増加している。参加した人の満足率は高い。来年度初産の
妊婦に対し個別通知してPRしていく。
●市内に分娩施設が少ないことから、分娩の希望が市立病
院に集中するため、すべての分娩に応えることが難しい。今
後、出来るかぎり受入れを行い、市民のニーズに応えていく
必要がある。

Ａ；1
B；3

Ⅰ-4-9.生涯
を通じた健康
づくりに対す
る支援

Ⅰ-3-8.セク
シュアル・ハ
ラスメントへ
の対策の推
進
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施策の方向 具体的な施策（内容説明） 担当課
実施

事業数
（予定含む）

平成24年度の実施状況 現状・課題等

男女共
同参画
への貢
献度

具体的な施策

31 健康相談窓口の充
実

喫煙、飲酒、薬物、過食、拒食、月経痛や性
の悩みなど、男女の健康と性についての悩み
に対応するため、保健所・医療機関と連携し
相談窓口を充実します。

・保健推進課
・市立病院

2

◆生活習慣病の増加や壮年期死亡の問題、健診受診率の課題を踏まえ、健康施策を図る
とともに、市民・地域・関係団体と連携・協働した健康づくりを推進した。
健康相談の実施　322回　4,533人。
◆市立病院にがん相談支援センターを設置し、がんについて治療に関することだけでなく、
看護や介護、精神的不安などのあらゆる疑問や心配事に関して相談を行い、患者、家族、
知人、医療関係者など、市立病院受診の有無を問わず、様々な方から相談の受けた。
相談件数　1,463件。（男性487件、女性976件）

●健診等他の事業での同時実施や地域での健康相談の実
施の拡大が課題である。
●がん相談について、平成20年に開設後、相談に対し真摯
に対応した結果、定着してきたが、今後さらなるきめ細やか
な相談を行っていく必要がある。

Ａ；1
B；1

32 健康をおびやかす問
題についての情報や
学習機会の提供

ＨＩＶ/エイズや性感染症、ドラッグ、喫煙、ア
ルコールなどの正確な知識や予防対策につ
いての情報提供を行います。特に思春期の
男女双方には、学校教育などとの連携を図り
ながら、予防教育を充実させます。

・保健推進課
・指導課

2

◆生活習慣病の増加や壮年期死亡の問題、健診受診率の課題を踏まえ、健康施策を図る
とともに、市民・地域・関係団体と連携・協働した健康づくりを推進した。
健康教育の実施　174回　5,811人。
◆幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領に基づき、各学校園にて適切に編成された教
育課程により、学習機会の充実に努めることができた。

●地域における健康教育の場の拡充が課題である。
●指導主事の研究・研修機会を増やし、学校園訪問による
指導助言内容を充実させる必要がある。 Ａ；1

B；1

33 雇用の場における男
女平等・男女共同参
画推進の重要性に
関する啓発

事業所や勤労者に向けた啓発冊子等を通じ
て、男女共同参画推進が企業の成長にも有
益であることがわかるような情報を提供し、雇
用の場の男女平等・男女共同参画の重要性
について啓発を行います。

・産業政策課

1

◆勤労者と事業者向けに、勤労者福祉の増進を目的とした「労働情報やお」(2,000部)を発
行し、市内企業や関連機関等へ配架し、啓発を実施した。

●事業者にメリットの高い記事の選定及び事業者が関心を
示すような内容やレイアウトを検討するとともに、広報先・手
段についても検討していく。 Ｂ

34 「労働事情調査」の
活用

市内事業所における勤労者の労働条件等の
データをもとに、男女共同参画の取組み状況
を把握し、施策に反映させます。

・産業政策課
・人権政策課

1

- ●調査の実施サイクルの見直し等、検討を重ね、「市内労働
事情調査」については、平成２５年度に実施する。

Ｂ

35 総合評価入札制度
の検討

事業所の男女共同参画への取組みを促す手
法として、総合評価入札制度を検討していき
ます。

・契約検査課

－
- ●検討の結果、総合評価入札制度を実施する予定はない。

－

36 女性のための出張
労働相談窓口の検
討

男女共同参画センターを活用して、労働者の
権利や法律上の規定、苦情の申立などにつ
いて労働関係機関と連携し、出張相談窓口を
検討します。

・人権政策課
・産業政策課

1

◆八尾市ワークサポートセンターにおいて、弁護士と社会保険労務士による労働相談を実
施（毎月第１・３・最終土曜日、予約優先）。相談件数　87件。

●雇用環境の緩やかな回復に伴い労働相談の件数は逓減
化の傾向にある。今後は、利用者増に結びつけるよう広報へ
の更なる取組みが課題である。 B；1

37 母子家庭の母親に
対する支援

母子家庭の母親のニーズを調査し、一人ひと
りが働く意欲を高めながら、経済的自立がで
きるよう就労支援のしくみを検討します。

・保育課
・産業政策課

2

◆母子家庭の自立を総合的に支援するための母子自立支援員を配置（相談件数　253件）
し、また母子自立支援プログラム策定員を配置して家庭の状況やニーズに応じた自立支援
プログラムを策定した（8件）。さらに、就労支援事業として、技能取得費用の一部（100,000円
を限度）を給付する自立支援教育訓練給付金（3件）、資格（看護師等）取得のために養成機
関での受講に際して、その期間中の生活の不安を解消するため一定の給付を行う高等技能
訓練促進費を支給した（20人）。
◆働く意欲がありながら、身体的機能・年齢・性別・出身地など様々な理由で雇用・就労が実
現しない就労困難者を対象に、国・府等の関係機関と連携を図りながら雇用・就労に向けた
支援を実施。相談件数1,136件。

●高等技能訓練促進費は90％の就業率となっており、母子
家庭の自立に大きく貢献している。
●就労困難者は雇用情勢の変化を受けやすく社会・経済情
勢の動向によって相談者が大きく変動する。

B；2

38 非正規雇用者の雇
用環境への支援

事業所に対して「短時間労働者の雇用管理
の改善等に関する法律」（パートタイム労働
法）や「労働者派遣法」などの非正規雇用に
関する法令の周知を徹底します。

・産業政策課

1

◆勤労者と事業者向けに、勤労者福祉の増進を目的とした「労働情報やお」(2,000部)を発
行し、市内企業や関連機関等へ配架し、啓発を実施した。

●事業者にメリットの高い記事の選定及び事業者が関心を
示すような内容やレイアウトを検討するとともに、広報先・手
段についても検討していく。

Ｂ

Ⅱ-5-11.就
労の場にお
ける男女の
均等な機会と
待遇の確保

Ⅰ-4-10.健
康をおびや
かす問題に
ついての対
策の推進
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施策の方向 具体的な施策（内容説明） 担当課
実施

事業数
（予定含む）

平成24年度の実施状況 現状・課題等

男女共
同参画
への貢
献度

具体的な施策

39 女性の職業能力開
発

関係機関（例：２１世紀職業財団、マザーズハ
ローワーク等）と連携して技能の獲得や能力
開発の機会を提供します。

・人権政策課
・産業政策課
・生涯学習ス
ポーツ課

3

◆男女共同参画センター講座「女性のための就職・再就職応援セミナー（全4回）」を開催し、
育児休業からの職場復帰と再就職に必要な知識等の情報提供を行った。
・「働き始める前に考える　ライフプラン＆マネープラン（2回）」　参加者計12人
・「魅せる履歴書と職務経歴書の書き方」　参加者3人※大阪労働局ハローワークプラザ布
施駅前との共催実施。
・「面接を体験してみよう！好感度アップのビジネスマナー」　参加者2人
◆職業能力開発講座を行い、就労困難者の職業能力開発を実施した。
・「医療事務・医科講座」（18日間）　修了者　19人（全て女性）
・「個人対応パソコン講座」（15回／人）　修了者　6人（うち女性3人）
・「就職するためのパソコン会計講座」（9日間）　修了者　10人（うち女性9人）
・「若年者向け就職支援セミナー」　参加者　17人（うち女性8人）
◆生涯学習講座情報の提供を行った（「生涯学習の本ね。」他）。

●就労困難者等のスキルアップを目的とした「職業能力開発
講座」は、即就労に結びつく結果につながっているとは言い
がたい。講座の受講と就労を効果的に結びつけていくことが
課題である。

Ａ；1
B；1
Ｃ；1

40 女性の再就労に対
する支援

関係機関（例：２１世紀職業財団、マザーズハ
ローワーク等）と連携し、再就労の機会を得ら
れるよう情報を提供します。

・人権政策課
・産業政策課

2

◆男女共同参画センター講座「女性のための就職・再就職応援セミナー（全4回）」を開催し、
育児休業からの職場復帰と再就職に必要な知識等の情報提供を行った。
・「働き始める前に考える　ライフプラン＆マネープラン（2回）」　参加者計12人
・「魅せる履歴書と職務経歴書の書き方」　参加者3人※大阪労働局ハローワークプラザ布
施駅前との共催実施。
・「面接を体験してみよう！好感度アップのビジネスマナー」　参加者2人
◆八尾市主催の合同就職説明会・面接会のチラシや、大阪府主催の母子家庭の母親等に
対する職業支援のチラシを各地域就労支援センターへ配架した。

●男女共同参画センター講座について、テーマ設定やＰＲ方
法を工夫し、参加者数をさらに増やす必要がある。

Ａ；1
Ｃ；1

41 女性の起業に対する
支援

融資制度など起業に関する情報提供を行うと
ともに、関係機関と連携して経営に関する知
識などを身につける学習機会を提供します。

・人権政策課
・産業政策課

1

◆使用者募集・選定及びインキュベートマネージャーによる使用者への創業支援を行った。
インキュベートルーム使用者　個室2者、共同利用室3者（うち女性0人）

●インキュベートルーム使用者に対して、インキュベートマ
ネージャーにより、新製品開発や新分野への進出に関するき
めこまやかな支援を実施している。
●平成25年度から、これまで培ってきたキャリアやスキルを
活かして講師として活躍したいと考える女性を対象に、企画
の立て方から講座運営のコツ、講師業の心構え等を学ぶ男
女共同参画センター講座を実施している。

B；1

42 男女共同参画の視
点に立った子育て支
援施策の推進

働く男女が利用しやすいよう、多様な雇用形
態やニーズに対応した子育て支援の充実を
進めます。

・こども政策課
・保育課

5

◆平成22年3月に策定した次世代育成支援行動計画（後期計画）について、次世代育成支
援推進本部を中心に進行管理を行った。また次世代育成支援推進委員の会議（4回）におい
て次世代育成支援の推進に必要な取り組みの検討を行った。
◆休日保育事業の実施。　キリン保育園　454件　マリア保育園　97件。
◆病児・病後児保育事業の実施。
・病児対応型　八尾徳洲会総合病院　757件　マリア保育園　74件。
・体調不良児対応型　キリン第二保育園　マリア高安保育園　龍華保育園　久宝寺保育園。
◆子育てを助け合う会員組織を作り、子育て家庭への支援と児童福祉の向上を図るファミ
リー・サポート・センター事業の実施。
・援助会員　296人　依頼会員　847人　両方会員　95人　活動件数　5,351件。
◆子育て短期支援事業の実施。
・家庭での養育困難時や母子の緊急保護時に、児童福祉施設等において一時的に養育・保
護する短期入所事業（ショートステイ）の実施。　ショートステイ延利用日数　124日。
・仕事等で平日夜間や休日に児童養育が困難な場合に児童を預かる夜間擁護事業（トワイ
ライトステイ）を実施。　トワイライトステイ延利用日数　644日。

●市民・企業・団体とのパートナーシップのもと、次世代育成
支援の推進に取り組む必要がある。
●休日保育事業について、利用者が少なく実施施設側に
とって高コストの事業であるが、多様なライフスタイルに対応
するため今後も継続していく必要がある。
●病児・病後時保育事業は子育てと仕事の両立支援におい
ては欠かせない事業である。
●ファミリー・サポート・センター事業について、多様なニーズ
への対応や制度の普及による地域の子育て力アップ等が必
要である。
●子育て短期支援事業について、複数世帯の受入ができな
いため、利用希望が重なると利用できない場合がある。虐待
予防の観点からも柔軟な運用や受入先の増加が必要であ
る。

Ａ；1
B；4

43 男女共同参画の視
点に立った高齢福祉
施策の推進

仕事と介護の両立ができるよう、介護保険制
度の普及とともに、必要な情報が必要なところ
に届くよう情報提供や相談窓口の充実を図り
ます。

・高齢福祉課
・介護保険課

2

◆地域包括支援センター（直営1カ所、地域型10ヵ所）において、保健師、社会福祉士、主任
介護支援専門員などの専門職が高齢者自身やその家族等からの相談に応じ、特定高齢者
のマネジメントや虐待・権利擁護への対応、困難事例の調整、介護支援専門員への助言な
どを行った。
・相談件数　19,506件（内、権利擁護1,282件、虐待1,029件）。
◆介護保険の情報を提供するため、パンフレット等を作成し市内各所に配布した。

●介護等に関する相談件数の増加により、相談体制を強化
するとともにネットワーク機能を強化する必要がある。
●ホームページやパンフレット等にて情報提供を積極的に行
い、各種関係団体の協力のもと地域に根ざした活動を通じた
制度周知により、制度の理解と利用の促進を図っている。 Ａ；2

Ⅱ-6-13.仕
事と子育て・
介護の両立
のための支
援の充実

Ⅱ-5-12.女
性のチャレン
ジ支援
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施策の方向 具体的な施策（内容説明） 担当課
実施

事業数
（予定含む）

平成24年度の実施状況 現状・課題等

男女共
同参画
への貢
献度

具体的な施策

44 育児・介護等への男
性の参加の促進

男性が育児や介護等の家事責任を担うことが
できるよう学習機会や情報を提供します。

・人権政策課
・保育課
・高齢福祉課
・介護保険課
・保健推進課
・職員課

5

◆男女共同参画センター講座の実施
・「パパと一緒にベビーキッズビクス（4コマ、2日間実施）」男性参加者58人、「世界でたったひ
とつだけの作品　家族みんなでストーンペインティング」男性参加者1人、「大人と子どもの心
をつなぐ！七夕お楽しみ会」男性参加者1人、「親子で楽しむ　すみれのおはなし会」男性参
加者4人。
◆子育て講座の開催
・H24.11　「子どもの心の発達に合わせた子育てのコツ」についての講演会を実施
・H25.3 「おかたづけコーチング」についての講演会を実施
・Ｈ24.11「いまどきパパの家庭進出」講演会を実施（25人参加、内男性保育士5人）
◆地域包括支援センター（地域型10ヵ所）において、在宅介護に必要な知識の伝達と技術の
支援を行うために家族介護教室を実施し、高齢者の在宅生活の継続を可能にし、生活の向
上を図った。
家族介護教室　70回開催　参加者　865人。
◆両親教室を開催し妊娠・出産・育児の知識の普及や働く妊婦に対し「母性健康管理指導
事項連絡カード」等の制度の説明を行った。
両親教室　年間42回開催　参加者延べ　715人（実人数　妊婦191人、配偶者（男性）85人）。
◆市職員に対し、「育児支援ハンドブック～子育てと仕事の両立に向けて～」を活用し育児
休業等の制度の紹介をした。また新規採用研修等において、各種制度の研修・啓発を行っ
た。

●内容によっては、男性の参加者が少ないものもあるので、
企画内容等をさらに工夫する必要がある。
●子育て講演会について、年間2回の予定の中で、取り上げ
るべきテーマは多岐にわたるため、男性の育児参加に着目
した内容を頻繁に行うことは難しい。
●家族介護教室について、地域生活を支える活動として重
要な事業である。
●両親教室について、一部に個別通知したことで参加者は
増加している。参加した人の満足率は高い。来年度初産の
妊婦に対し個別通知してPRしていく。
●八尾市職員に対するアンケート結果からも、男性が育児休
業等を取得しやすい職場環境であるとは言えない状況がう
かがえる。

Ａ；3
Ｂ；2

45 両立支援に向けた
事業所の取組みの
促進

男女労働者が仕事と家庭・地域生活のバラン
スのとれた生活がおくれるよう、事業所に向け
て「次世代育成支援事業主行動計画」の策定
や、両立支援策の実施など、就業環境の整
備を促します。仕事と家庭・地域生活の両立
支援に積極的に取り組んでいる企業等を表
彰する顕彰制度を検討します。

・人権政策課
・保育課
・産業政策課

1

◆企業向けに、テーマの設定から講師の派遣、講座の実施までサポートを行う出前講座の
募集を行った。
・八尾市企業人権協議会研修会「節電力　～業務改善でエコとワークライフバランスを実現」
（参加者　39名）

●中小零細企業等に対し職業生活と家庭・地域生活の両立
の重要性を理解してもらうことが難しい。

Ａ；1

46 ひとり親家庭への支
援の充実

母子家庭、父子家庭それぞれのニーズを調
査し、それらに即した支援を充実させます。

・保育課

1

◆ひとり親家庭の就労支援や生活の安定を図るために、家庭生活支援員を派遣し、家事支
援や子育て支援を行った。
・利用料　所得に応じて0～300円。　支援員派遣時間数　963時間。

●離婚直後の生活激変時や修学、疾病等、自立支援が一
時的に必要な家庭への支援策として非常に有効であるが、
一部、事業の趣旨に合致しない利用者が存在するため、利
用者・委託事業者に事業の正しい趣旨を理解してもらう必要
がある。また、子育て支援サービスの支援員が少なく、支援
員を増加する必要がある。

Ｂ

47 「仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラ
ンス）」推進の機運の
醸成

多様な媒体を通じて、職業生活と家庭・地域
生活の両立を図ることの重要性を啓発しま
す。

・人権政策課
・こども政策課
・産業政策課

5

◆男女共同参画情報誌「えいぷりる１０」において、ワークライフバランスに関する記事（「政
策・方針決定過程への女性の参画拡大に向けて」、「～女性の活躍が日本を変える～　仕事
と子育て　両立のススメ」）を掲載し、市内各所等に配布した。
◆勤労者と事業者向けに勤労者福祉の増進を目的とした啓発冊子「労働情報やお」（2,000
部)にワーク・ライフ・バランスについての記事を掲載し、市内企業や関連機関等へ配架・啓
発を行った。
◆ワーク・ライフ・バランスに関する取組みやイベント開催についてなどホームページに掲載
した。
◆次世代育成支援推進委員の会議において次世代育成支援の推進に必要な取り組みの
検討を行った。
◆市内事業所の人権意識を啓発し人権問題に幅広い理解を促すため、八尾市企業人権協
議会主催のセミナーを開催した。
参加者延べ　39人。

●中小零細企業等に対し職業生活と家庭・地域生活の両立
の重要性を理解してもらうことが難しい。
●事業者が掲載記事に対し確実に関心を示すよう内容を精
査するとともに、広報手段についても検討が必要である。
●次世代育成支援は、市民・企業・団体・行政によるパート
ナーシップでの事業の推進が課題であり、特に地域全体で子
育てを支えるしくみづくりが課題である。
●商工会議所と連携を密にし、企人協への加入勧奨と併
せ、企人協会員以外の事業所に対してもセミナー案内等を
行い事業内容の理解を求めていく。

Ａ；4
Ｂ；1

48 様々な働き方につい
ての情報提供

仕事と生活の調和を図れるよう、フレックスタイ
ム制や、テレワークなど種々の柔軟な働き方
について情報を提供します。

・産業政策課

1

◆勤労者と事業者向けに、勤労者福祉の増進を目的に発行している「労働情報やお」(2,000
部)において、企業の社会的責任や様々な人権の重要性等の啓発を行った。

●事業者にメリットの高い記事の選定及び事業者が関心を
示すような内容やレイアウトを検討するとともに、広報先・手
段についても検討していく。 Ｂ

49 多言語による情報提
供の充実

外国人女性が安心して暮らせるように、市政
や日常生活に必要な様々な情報を多言語で
提供するなどのサービスの向上に努めます。

・文化国際課

1

◆外国人市民情報提供事業として、英語・中国語・ベトナム語の3カ国語で、行政情報や地
域情報を掲載した情報誌を年6回発行し、外国人市民のコミュニティ形成を支援するととも
に、外国人市民が地域社会の構成員として地域コミュニティとの共生を図れるよう支援した。

●外国人市民の視点を取り入れた内容の充実と、外国人市
民を加えた編集会議等により、コミュニティ情報掲載等の
いっそうの充実を図る。 B

50 外国人市民のため
の相談窓口の充実

日常的な悩みや女性に対する暴力などに応
えられるよう相談窓口を充実します。

・人権政策課
・市民ふれあ
い課
・文化国際課 3

◆人権政策課で対応した外国人市民からの相談　女性1人（フランス人）。
◆市民相談の一つとして、総合案内室に中国語とベトナム語の通訳者を配置し、通訳及び
相談業務を行った。　相談件数　中国語969件　ベトナム語　890件。
◆外国人市民相談事業として、市役所庁舎外での行政手続き等の通訳・相談に対応するた
め、ベトナム語相談を週4日、中国語、韓国・朝鮮語の相談を週1日実施。　相談件数　中国
語、韓国・朝鮮語　98件　ベトナム語　935件。

●特殊な言語に対する通訳の確保が困難である。
●内容により所要時間が長くなることがあり、他の利用者に
待ってもらわなければならない場合がある。
●相談事業の周知を図っている。 Ａ；3

51 多文化理解のため
の学習機会の充実

国際理解を深めるための学習機会を充実す
るとともに、市民や市民活動団体が行う男女
共同参画に関する国際交流活動や国際協力
を支援します。

・文化国際課
・生涯学習ス
ポーツ課

2

◆(公財)八尾市国際交流センターの運営を補助し、財団の実施する多文化理解のための取
り組みを支援。センター事業として、国際理解セミナー、国際教育プログラム、在住滞在外国
人への支援事業などを実施し、国際理解を深めるための学習機会の充実等を図った。
◆「よみ・かき・ことば」の学習が必要な市民に対し、識字・日本語学級事業を実施し、継続し
た学習の機会の提供を行った。　延べ出席者数　1,117人。

●八尾市国際交流センターの持つ市民ボランティア等との
ネットワークや支援活動のノウハウを有効活用した地域性の
高い効果的な取り組みを指導支援していく。
●市民と連携を図りながら、継続的に事業を実施し、住民の
教養の向上に努めた。

B；2

Ⅱ-7-15.外
国人女性へ
の支援

Ⅱ-6-14.
「ワーク・ライ
フ・バランス」
という考え方
の普及
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施策の方向 具体的な施策（内容説明） 担当課
実施

事業数
（予定含む）

平成24年度の実施状況 現状・課題等

男女共
同参画
への貢
献度

具体的な施策

52 審議会などの委員
への女性の登用の
推進

関係団体に働きかけたり、委員の選出方法を
検討したり、公募制の推進を図るなどして、本
計画の最終年(平成27 (2015) 年)には、女性
委員の登用率35％以上を目標とします。ま
た、全ての審議会・協議会等に女性委員が参
画するよう働きかけます。

・人権政策課

2

◆八尾市男女共同参画施策推進本部会議を開催し、その中で審議会等における女性委員
の参画推進について各部局長に依頼した。
◆女性委員の参画に関する事前協議として、全審議会等を対象とした年度当初報告と新設
や改選等を行った67の審議会等（重複あり）について随時報告を実施し、所管課に対して審
議会等に女性委員の登用を働きかけた。

●専門的な分野で活躍する女性が少なく、今後、女性委員
の登用率を上げるための方策についてさらに検討していく必
要があることから、女性委員参画推進計画要領に基づく事前
協議制度を通じての女性委員の参画推進については、より
効果的に運用する必要がある。

Ａ；2

53 市職員・教職員にお
ける管理職への女
性の登用の推進

市職員・教職員の職務内容の見直しや職務
能力向上を図り、本計画の最終年(平成27
(2015) 年)には管理職への女性登用率を
20％以上にひきあげることをめざします。

・人事課
・教育人事課

2

◆市役所の女性管理職（課長補佐級以上）の割合（Ｈ24.4.1現在）。
・総数　男性　1,407人、女性　833人（37.2％）。
・管理職（課長補佐以上）　男性　355人、女性　63人（15.1％）。
◆小・中・特別支援学校の校長・教頭の割合（Ｈ24.4.1現在）。
・小学校 教頭　男性18人　女性11人（37.9％）、校長　男性24人　女性5人（17.2％）。
・中学校 教頭(八尾中夜間を含む)　男性14人　女性2人（12.5％）、校長（八尾中夜間を含
む）　男性15人　女性1人（6.2％）。
・特別支援学校　教頭　男性1人、女性0人（0％）、校長　男性0人　女性1人（100.0％）。

●出産育児適齢期世代が偏っているため、休業期間もほぼ
重なる状態となり、職員の昇任・昇格にどうしても影響が出て
しまう。また、教育委員会については女性管理職が35.4％
（平成24年4月1日現在）、市立病院については女性管理職
が24.4％（平成24年4月1日現在）となっており、部分的に満た
している状況である。
●教育委員会においては女性管理職の割合は増加してお
り、今後もさらに育成を進めて女性管理職の登用を促進して
いく。

B；2

54 企業の積極的な女
性の能力活用の取
組みを顕彰するしく
みづくり

市内の中小企業を主な対象に、働く一人ひと
りがその個性と能力を十分に発揮することが
できる職場づくりに向けて、意欲的に取り組ん
でいる企業等を表彰する顕彰制度を検討しま
す。

・人権政策課
・産業政策課

1

- ●実施に向け、事業者等が積極的に男女共同参画社会づく
りに取り組み、男女共同参画を推進するためのしくみづくりを
検討している。 Ａ

55 働く女性のネット
ワークづくりの促進

「大阪府企業で働く女性のためのロールモデ
ルバンク事業」を活用して、市内の中小企業
で働く女性労働者に、企業横断的にメンター
（助言者）やロールモデルとなる女性を紹介
するなど、交流とネットワークづくりを行って、
働く女性の意欲を高めます。

・人権政策課
・産業政策課

1

- ●「大阪府企業で働く女性のためのロールモデルバンク事
業」を活用した講座等の実施を検討している。

Ａ

56 自治会などの地域
団体における男女共
同参画の促進

地域の様々な慣行や慣わしに配慮しながら、
地域活動に男女が共同して参画するよう、団
体の意思決定の場への男女共同参画を働き
かけます。

・人権政策課
・市民ふれあ
い課
・青少年課
・地域福祉政
策課
・高齢福祉課
・生涯学習ス
ポーツ課など

7

◆人権啓発の推進を図り、人権尊重のまちづくりに寄与する団体。
・八尾市人権啓発推進協議会役員　男性15人、女性5人（25.0％）。
◆協力団体である八尾市自治振興委員会(754町会）の活動を支援するため、補助金を交
付。また、市政だよりの配布、ポスターの掲示、チラシの回覧等の業務を同委員会に委託。
・自治振興委員　男性623人、女性131人(17.4％)、八尾市自治振興委員会幹事　男性42人、
女性0人（0.0％）。
◆青少年育成等に関わる団体。
・八尾市青少年育成連絡協議会役員　男性6人、女性4人(40.0％)。
・八尾市青少年問題協議会　男性23人、女性5人(17.9％)。
・八尾市立青少年運動広場運営委員会　男性6人、女性1人（14.3％）
・放課後子ども教室運営委員会　男性8人、女性3人（27.3％）
◆民生委員・児童委員協議会　男性173人、女性223人（56.3%）。（平成25年3月31日現在）
◆高齢者福祉等に関する団体。
・老人ホーム入所判定委員会　男性3人、女性2人（40.0%）。
・地域ケアケース会議　男性62人、女性69人（52.7%）。
・地域ケア連絡協議会　男性16人、女性5人（23.8%）。
･地域包括支援センター運営協議会　男性11人、女性6人（35.3%）。
◆ＰＴＡと学校園の連携のもと、家庭教育学級を実施した。延べ参加人数　6,337人。
◆こども会（37地区・242団体）育成者　男性会長46人、女性会長196人（81.0%）

●人権啓発推進協議会の役員について、２年に一度の役員
改正の際の推薦依頼時に、各団体に女性委員の推薦を呼
び掛ける予定である。
●自治振興委員の選任については、各町会に委ねられてお
り、女性の積極的な参加と意思決定過程への参画を促して
いる。また、女性の配偶者が実際に町会活動を行っている場
合は、その女性を自治振興委員として報告・登録するようお
願いしている。
●青少年育成等に関わる団体について、役員や委員になる
ことを負担と感じている方が多い。また人材も非常に少な
い。
●民生委員・児童委員協議会について、慣行や経験年数も
関連し難しい面もあるが、その中で男女共同参画を働きかけ
ている。
●高齢者福祉等に関する団体について、女性比率が減少す
ることのないように各団体に女性参画の協力要請を行ってい
る。
●各単位ＰＴＡと学校園が連携して実施することにより、ニー
ズにあった講座の開催に努めている。

Ａ；4
Ｂ；2
Ｃ；1

57 女性リーダーの養
成・発掘と登用のしく
みづくり

様々な分野の意思決定の場に女性の参画が
進むよう、女性リーダーの発掘・養成を行いま
す。

人権政策課

2

◆女性を支援する拠点施設として、男女共同参画センターにおいて啓発・交流・情報発信・
相談等の事業を展開し、支援体制・支援事業の充実を図り、その中で女性リーダーの発掘・
養成を行う。
来場者3,802人（女性2,886人、男性916人）、相談283人（女性281人、男性2人）、交流1,295人
（女性858人、男性437人）、講座791人（女性611人、男性180人）。
◆公募市民による実行委員会形式で、フォーラムの企画・運営を行い、男女共同参画に関
する視点を育むとともに、女性リーダーへの養成を図る。
・実行委員　7人（女性6人、男性1人）、会議開催回数8回、フォーラムの企画・運営と記録集
の作成等を行った。

●男女共同参画の分野で主体的に活動する女性リーダーの
発掘・養成が非常に難しい。

Ａ；2

58 人材リストの整備と
活用

審議会・協議会の委員として、また、講座等の
講師として協力してもらうことのできる個人およ
び団体のリストを整備し、活用に供します。

・人権政策課

1

◆関係機関等のリストの活用。 ●専門的な分野で活躍する女性の情報が少ないため、その
収集に努める必要がある。

Ａ

Ⅲ-8-18.女
性の人材養
成

Ⅲ-8-17.企
業、各種団体
などにおける
女性の能力
発揮のため
の取組みの
促進

Ⅲ-8-16.行
政分野にお
ける女性の
参画の推進
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施策の方向 具体的な施策（内容説明） 担当課
実施

事業数
（予定含む）

平成24年度の実施状況 現状・課題等

男女共
同参画
への貢
献度

具体的な施策

59 女性消防吏員の積
極的な採用・配置

災害現場等での活動業務に女性消防吏員が
従事できるよう、職場環境の整備や、採用・配
置を進めます。また、女性の消防団員の実現
をめざします。

・消防総務課

1

◆24時間交替制勤務における救急・火災調査等の活動業務に従事できるような職場の環
境・施設整備を行うことにより、女性消防吏員の能力開発と職域拡大を図る。
・女性消防吏員4名を活動業務（救急）に配属。
・女性消防吏員1名を部内委員会（セクシュアル・ハラスメント相談員）として継続登用。
・女性消防吏員2名を部内委員会（不祥事検討委員会委員・消防職員委員会）として登用。
・女性消防団員の採用を決定。

●交替制勤務の就業に備えた施設の整備や新しい資機材
の開発・導入等を図るとともに、組織における男女共同参画
社会意識の浸透を図っている。また、女性の体調の変化等
を早期把握・対応するため、引き続き女性消防吏員との連
携、コミュニケーションの充実を図る。
●平成24年度に女性消防団員を採用することを決定し、平
成25年度に1名の女性消防団員が入団した。今後、さらに女
性に配慮した施設や活動環境等の整備が急務である。

Ａ

60 男女共同参画の視
点での地域防災計
画等の見直し

地域防災計画、各種対応マニュアル・支援策
において、被災時あるいは復興時の男女の
ニーズの違いなどに配慮できているか、という
観点から点検・見直しを行います。

・地域安全課

1

◆防災会議を年3回開催した。また、女性に配慮した避難所運営や災害時要援護者の避難
体制などの検討を行った八尾市地域防災計画推進会議の検討結果等を反映した八尾市地
域防災計画の改訂を行った。
・男性委員52名、女性委員6名

●南海トラフ地震の発生における被害想定の拡大に伴う対
応策やプライバシーを尊重した避難所の運営・管理について
引き続き検討が必要である。 Ｂ

61 災害・復興時におけ
る女性の人権の尊
重

災害・復興時における女性をめぐる問題を人
権尊重の視点で洗い出し、地域防災計画な
どに生かします。

・地域安全課

1

◆防災会議を年3回開催した。また、女性に配慮した避難所運営や災害時要援護者の避難
体制などの検討を行った八尾市地域防災計画推進会議の検討結果等を反映した八尾市地
域防災計画の改訂を行った。
・男性委員52名、女性委員6名

●南海トラフ地震の発生における被害想定の拡大に伴う対
応策やプライバシーを尊重した避難所の運営・管理について
引き続き検討が必要である。 Ｂ

62 地域における防災意
識の向上および女
性リーダーの育成

地域住民が緊急時の対処法や復興時の体制
に関する知識を習得できる機会を充実しま
す。また、災害時や復興活動における女性
リーダーの育成を図ります。

・地域安全課
・人権政策課

2

◆防災意識の高まりにより、19町会が自主防災組織を結成した。また、消防署と協力して既
存組織の育成にも努め、51回の防災訓練と14回の防災講演を行い、延べ8,000人以上の市
民が参加した。（24年度の自主防災組織訓練等への参加者数：8,194名、うち女性参加数：
2,867名）
◆男女共同参画講座（エンパワーメント講座）において、防災と男女共同参画をテーマに取
り上げ、防災意識の向上と災害への備えや心構えについて学ぶ講座を実施した。
・「子どもを守る防災講座」参加者6人（女性4人、男性2人）

●消防署と協力し、既存組織の活性化に努め、関係課と連
携し、男女共同参画の視点をもった女性リーダーの育成等を
検討する。

Ａ；1
Ｂ；1

63 男女共同参画による
環境への取組み

「八尾市環境総合計画」に基づいた取組み
を、男女が協力して実践できるよう、市民活動
団体や市民への支援を進めます。

・環境保全課

1

◆市民・事業者・行政のパートナーシップにより、地球温暖化対策を推進する組織を設立し、
「八尾市地球温暖化対策実行計画」に基づき具体的な施策や目標の設定を行った。
・八尾市地球温暖化対策推進運営会議（全4回）　男性10人、女性5人(33.3%)。

●情報発信などを工夫するとともに、地球温暖化防止活動を
多くの人に行ってもらうように推進している。

Ａ

64 地域活動における女
性リーダーの育成

地域活動やまちづくりの活動の中で、中心と
なって活躍できる女性リーダーの育成を進め
ます。

・人権政策課

1

- ●関係課との連携も含め、有効な施策について検討する必
要がある。 Ａ

Ⅲ-9-20.環
境やまちづく
り分野での男
女共同参画
の推進

Ⅲ-9-19.防
災分野での
男女共同参
画の推進
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施策の方向 具体的な施策（内容説明） 担当課
実施

事業数
（予定含む）

平成24年度の実施状況 現状・課題等

男女共
同参画
への貢
献度

具体的な施策

65 男女共同参画の視
点に立った講座の開
催

男女共同参画センターで、男女共同参画意
識をはぐくむための講座を実施します。

・人権政策課

1

◆男女共同参画センター講座　全74回・参加者　791人（女性611人、男性180人）
・（エンパワーメント講座）「プロが読み解くニュースの講座（全2回）」、「知識は力！やさしく学
べる法律セミナー（全2回）」、「子どもを守る防災講座」
・（両立支援講座）「世界でたったひとつだけの作品　家族みんなでストーンペインティング」、
「大人と子どものこころをつなぐ！七夕お楽しみ会」、「子育て中又は子育てに一段落した女
性のための再就職応援セミナー（全4回）」、「パパの子育て応援講座　パパと一緒にベビー
キッズビクス（2コマ×2回）」
・（市民講師講座）「ココロを癒すフラワーセラピー」
・（交流講座）「ママのほっとタイム（4回）」、「賢く生きよう！女が決める　女の人生（3回）」、
「大人のための絵本講座（4回）」、「地域力アップ講座（3回）」、「おひとりさまでも大丈夫！（4
回）」、「大人が楽しむ絵本のよみきかせ講座（4回）」、「私のためのひとり時間講座（7回）」、
「子育てママのおしゃべりサロン（6回）」、「予約のいらない　ＤＶ情報提供会（3回）」、「知って
安心！情報講座（4回）」、「親子で楽しむ　すみれのおはなし会（6回）」、「男性のための珈琲
講座（5回）」、「シニアのためのこころ・からだ・くらしのリフレッシュ講座（6回）」、「簡単！創作
おりがみ講座」

●興味を引くテーマ設定やＰＲ方法、開催日時等の検討が必
要である。

Ａ

66 女性のエンパワ－メ
ント講座の開催

女性が仲間とともに学ぶことで、自分の内なる
力を発揮し、地域や社会を変えたり、自分らし
い生き方をめざす力をはぐくむことができるよ
う、講座を開催します。

・人権政策課

1

◆男女共同参画センター講座
（エンパワーメント講座）　計5回　延べ参加者　53人（女性48人、男性5人）
・「プロが読み解くニュースの講座（全2回）」、「知識は力！やさしく学べる法律セミナー（全2
回）」、「子どもを守る防災講座」

●興味を引くテーマ設定やＰＲ方法、開催日時等の検討が必
要である。

Ａ

67 男女共同参画の視
点で活動する団体等
の育成と支援

男女共同参画の視点で活動する団体等に情
報や学習機会を提供し、活動の活性化が図
られるよう支援します。

・人権政策課

1

◆男女共同参画センター講座（交流講座）の開催。　60回、参加者　555人（女性482人、男
性73人）。
・「ママのほっとタイム（4回）」、「賢く生きよう！女が決める　女の人生（3回）」、「大人のため
の絵本講座（4回）」、「地域力アップ講座（3回）」、「おひとりさまでも大丈夫！（4回）」、「大人
が楽しむ絵本のよみきかせ講座（4回）」、「私のためのひとり時間講座（7回）」、「子育てママ
のおしゃべりサロン（6回）」、「予約のいらない　ＤＶ情報提供会（3回）」、「知って安心！情報
講座（4回）」、「親子で楽しむ　すみれのおはなし会（6回）」、「男性のための珈琲講座（5
回）」、「シニアのためのこころ・からだ・くらしのリフレッシュ講座（6回）」、「簡単！創作おりが
み講座」

●男女共同参画の視点や意識を持ち、主体的に活動する市
民のグループの養成が難しい。今後、さらに年代や課題を
絞ったグループ講座を継続的に実施し、そこからグループが
できることをめざしている。

Ａ

68 男女共同参画に関
する情報提供の充
実

男女共同参画への理解を深めるために、男
女共同参画に関する情報や図書を充実させ
ます。

・人権政策課

3

◆男女共同参画情報誌「えいぷりる１０」を年2回（各3,000部）発行。
◆図書等の貸出しを行う。　貸出冊数　583冊。
◆「男女共同参画センターだより」を月1回（400部程度）発行。

●魅力ある紙面づくりと配架先の検討が必要である。
●男女共同参画の視点を育む図書の収集と書架の整理を
行っている。

Ａ；3

69 男女平等・男女共同
参画の視点に立った
相談の充実

ＤＶ相談をはじめ、固定的な性別役割分担意
識から起こる男女の悩みに対する相談窓口を
充実します。

・人権政策課

2

◆男女共同参画センターにおける女性相談
・面接相談　167件、電話相談　40件。
◆人権政策課におけるＤＶ等の相談　延べ70人（実人数55人、すべて女性）。

●社会情勢の変化に伴い、相談内容も多様化・複雑化し、Ｄ
Ｖやストレス等を抱える相談者が増加している。

Ａ；2

Ⅲ-10-21.男
女共同参画
推進の拠点
としての男女
共同参画セ
ンターの充実
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男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況〔〔〔〔プランプランプランプランのののの指標指標指標指標とととと目標値目標値目標値目標値〕〕〕〕    

項目 指標 
プラン策定時 

の状況 

平成平成平成平成２４２４２４２４年度状況年度状況年度状況年度状況    

（基準日：平成２４年４月１日） 

※上記基準日でない場合は、基準日を

（  ）書きで記入のこと。 

目標年次（平成２７年

度）までにめざす 

目標値 

性別に関わらず男女が互いに

認めあえる差別のない社会が

実現していると思う人の割合 

（（（（人権政策課人権政策課人権政策課人権政策課））））    

３４．４％ 

（Ｈ19 年度市民意識調査） 

３０．９％ 

（Ｈ24 年度市民意識調査） 
５０％以上にする 

「男女共同参画意

識をどの程度啓発

することができたか 男女共同参画モデル地区の設

置数 

（（（（人権政策課人権政策課人権政策課人権政策課）））） 

－ － ２地区で実施する 

市の審議会・協議会への女性

委員の割合 

（（（（人権政策課人権政策課人権政策課人権政策課・・・・行政改革課行政改革課行政改革課行政改革課）））） 

２５．７％ 

（Ｈ20.3.31） 

２９．４％ 

（H25.3.31） 
３５％ 

女性委員のいない審議会等の

数（休会中を除く） 

（（（（人権政策課人権政策課人権政策課人権政策課・・・・行政改革課行政改革課行政改革課行政改革課）））） 

１６の審議会等 

（Ｈ20.3.31） 

８の審議会等 

（H25.3.31） 

女性委員のいない審

議会等を０にする 

市役所の女性管理職 

「課長補佐級以上」の割合 

（（（（人事課人事課人事課人事課）））） 

１９．０％ 

（Ｈ20.4.1） 

１５．１％ 

（Ｈ24.4.1） 
２０％ 

意思決定過程や方

針決定をする過程

で、どの程度の共

同参画が進んだか 

小・中学校の管理職（教頭、校

長）に占める女性の割合 

（（（（教育教育教育教育人事課人事課人事課人事課）））） 

小学校 教頭 ２７．６％ 

       校長 １０．３％ 

中学校 教頭 １８．８％ 

       校長  ０．０％ 

小学校 教頭 ３７．９％ 

             校長 １７．２％ 

     中学校 教頭 １２．５％ 

              校長  ６．２％ 

女性管理職の割合を

増やす 

育児休業・介護休業制度を整

えている事業所の割合 

（（（（人権政策課人権政策課人権政策課人権政策課）））） 

－ － ３０％ 

育児休業制度を利用した人の

いる事業所の割合 

（（（（産業産業産業産業政策課政策課政策課政策課）））） 

２２．１％ 

（Ｈ18 市内労働事情調査） 

２２．１％ 

（Ｈ18 市内労働事情調査） 
３０％ 

出産・育児・介護などによる退

職者の再雇用制度を整えてい

る事業所の割合 

（（（（産業産業産業産業政策課政策課政策課政策課）））） 

２２．１％ 

（Ｈ18 市内労働事情調査） 

２２．１％ 

（Ｈ18 市内労働事情調査） 
３０％ 

市の男性職員の育児休業取得

率 

（（（（人事課人事課人事課人事課・・・・職員課職員課職員課職員課）））） 

－ 
１．３％ 

（Ｈ24） 

八尾市特定事業主

行動計画に掲げる目

標値 

１０％ 

公立保育所の男性保育士の数 

（（（（人事課人事課人事課人事課）））） 
２人 ４人 １０人 

休日保育を行っている保育所

の数 

（（（（こどもこどもこどもこども政策課政策課政策課政策課）））） 

２ヵ所 

（Ｈ16） 

２ヵ所 

（Ｈ24） 

次世代育成支援行

動計画に掲げる目標

値 

子育てや介護を男

女で担うことができ

る環境づくりをどの

程度整備できたか 

ママパパ教室を受講する男性

の割合（男性受講者数／全受

講者数） 

（（（（保健推進課保健推進課保健推進課保健推進課）））） 

－ ３５．９％ ２５％ 

配偶者等からの暴

力は人権侵害であ

るということをどの

程度啓発し、減ら

すことができたか 

配偶者等からの身体的・心理

的暴力を受けたことがある、と

いう人の割合 

（（（（人権政人権政人権政人権政策課策課策課策課）））） 

女性 ３３．４％（Ｈ19） 

男性 １７．９％（Ｈ19） 
－ 

男女とも半減をめざ

す 

乳がん検診の受診率 

（（（（保健推進課保健推進課保健推進課保健推進課）））） 
 ４．３％（Ｈ18） １０．５％（Ｈ25.3.31） 

第４期高齢者保健福

祉計画及び介護保

険事業計画に掲げる

目標値 

子宮がん検診の受診率 

（（（（保健推進課保健推進課保健推進課保健推進課）））） 
１１．４％（Ｈ18） ２９．９％（Ｈ25.3.31） 

第４期高齢者保健福

祉計画及び介護保

険事業計画に掲げる

目標値 

こころと体の健康

管理の大切さをど

の程度啓発するこ

とができたか 

基本健康診査の受診率 

（（（（保健推進課保健推進課保健推進課保健推進課）））） 
３９．５％（Ｈ17） 

※医療制度改正のため、平成 19 年度に

て事業終了 

第４期高齢者保健福

祉計画及び介護保

険事業計画に掲げる

目標値 

市民活動や地域で

の活動で、どの程

度共同参画が進ん

だか 

各種団体の女性委員・女性役

員の割合 

（（（（市民市民市民市民ふれあいふれあいふれあいふれあい課課課課、、、、生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習スススス

ポーツポーツポーツポーツ課課課課、、、、青少年課青少年課青少年課青少年課、、、、人権政人権政人権政人権政

策課策課策課策課、、、、地域福祉政策課地域福祉政策課地域福祉政策課地域福祉政策課））））    

自治振興委員会         １６．１％ 

小学校 PTA 会長         １３．３％ 

中学校 PTA 会長         １３．３％ 

子ども会育成会会長       ７５．９％ 

人権啓発推進協議会      ３０．０％ 

民生委員児童委員協議会   ５６．７％ 

自治振興委員会          １７．４％ 

小学校 PTA 会長         ２０．７％ 

中学校 PTA 会長          ０．０％ 

子ども会育成会会長       ８１．０％ 

人権啓発推進協議会       ２５．０％ 

民生委員児童委員協議会     ５７．１％ 

構成メンバーに男女

の偏りをなくす 

男女とも５０％に近づ

ける 

 



基本目標基本目標基本目標基本目標
実施事業数実施事業数実施事業数実施事業数
（（（（予定含予定含予定含予定含むむむむ））））

ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ ＣＣＣＣ 基本課題基本課題基本課題基本課題 施策施策施策施策のののの方向方向方向方向
実施事業数実施事業数実施事業数実施事業数
（（（（予定含予定含予定含予定含むむむむ））））

ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ ＣＣＣＣ

1.家庭・地域・事業所における男女平等・
男女共同参画意識の浸透 7 6 1
2.男女共同参画の視点での慣行等の見
直し 2 1 1
3.男女共同参画の視点での情報提供と
活用力の推進 9 7 2

小　計 18 14 4
4.保育所（園）・幼稚園・学校における男
女平等教育の推進 14 12 2
5.生涯学習における男女平等・男女共同
参画に関する学習の促進 7 3 4

小　計 21 15 6
6.女性に対する暴力根絶のための環境
づくり 10 10
7.女性に対する暴力への対策の推進

19 17 2
8.セクシュアル・ハラスメントへの対策の
推進 3 1 2

小　計 32 28 4
9.生涯を通じた健康づくりに対する支援

11 3 8
10.健康をおびやかす問題についての対
策の推進 4 2 2

小　計 15 5 10
11.就労の場における男女の均等な機会
と待遇の確保 6 6
12.女性のチャレンジ支援

6 2 2 2

小　計 12 2 8 2
13.仕事と子育て・介護の両立のための
支援の充実 14 7 7
14.「ワーク・ライフ・バランス」という考え
方の普及 6 4 2

小　計 20 11 9
7.多文化共生の推進 15.外国人女性への支援

6 3 3

小　計 6 3 3
16.行政分野における女性の参画の推進

4 2 2
17.企業、各種団体などにおける女性の
能力発揮のための取組みの促進 9 6 2 1
18.女性の人材養成

3 3

小　計 16 11 4 1
19.防災分野での男女共同参画の推進

5 2 3
20.環境やまちづくり分野での男女共同
参画の推進 2 2

小　計 7 4 3
10.男女共同参画推進の
拠点の充実

21.男女共同参画推進の拠点としての男
女共同参画スペースの充実 8 8

小　計 8 8

合合合合　　　　計計計計 155 101 51 3

※実施事業数（予定含む）は、担当課から取組（予定）報告のあった事務事業の数で
　あり、行政評価結果として公表している事務事業（又は一部）を基本としています。

※「男女共同参画への貢献度」は、各事業が市の男女共同参画推進にどれほど効果
　があるかということについて、それぞれの事業担当課（担当者）が評価したものです。
《A : 大いに効果がある　　B : ある程度効果がある　　C : 判断できない、分からない》

5.就労の場での男女共同
参画の推進

1.性別による固定的な役
割分担の解消

4.人権としての性の尊重
と生涯を通じた健康への
支援

2.男女平等・男女共同参
画を浸透させる教育・学
習の推進

3.あらゆる暴力の根絶

8.政策・方針決定過程へ
の男女共同参画の促進

9.男女で参画に偏りのあ
る分野への男女共同参画
の促進

6.男女の職業生活と家
庭・地域生活との両立支
援16 20

62 24

23 7

2

1

ⅢⅢⅢⅢ....男女男女男女男女がががが協働協働協働協働しししし
てててて暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい
まちをつくろうまちをつくろうまちをつくろうまちをつくろう

31

ⅠⅠⅠⅠ....男女一人男女一人男女一人男女一人ひとひとひとひと
りのりのりのりの人権人権人権人権をををを尊重尊重尊重尊重

しようしようしようしよう

86

ⅡⅡⅡⅡ....誰誰誰誰もがもがもがもが自立自立自立自立しししし
てててて、、、、自分自分自分自分らしいらしいらしいらしい
生生生生きききき方方方方ができるができるができるができる
社会社会社会社会をつくろうをつくろうをつくろうをつくろう

38
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